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「新たな下請代金債権保全策」の導入について 

（中間とりまとめ） 

 

 

１． 「新たな下請代金債権保全策」導入の背景 

（１） 建設産業を取り巻く現状 

建設投資の大幅な減少に伴い、建設産業においては、競争が激化し、その取り巻く経営

環境はかつてないほど厳しさを増している。こうした中で、裾野の広い重層下請構造など建

設業に特有の事情を背景に、立場の弱い下請企業へのしわ寄せを招き、元請企業の倒産

に伴う連鎖倒産や労務賃金の不払いが増加することにより、建設生産システムの綻びを惹

起し、さらには、社会経済に多大な被害を与えることが懸念されている。 

こうした懸念を払拭し、元下間の構造改善を推進するためには、重層下請構造の改善、

受発注者間・元下間の対等性の確保、支払や契約面での法令遵守の徹底、入札契約制度

改革などの広範な取組を推進することが重要であるが、さらに、諸外国における下請代金債

権保全策を参考にしつつ、我が国において有効かつ現実的な下請代金債権保全策を講じ

ていくことも噄緊の課題である。 

 

（２） 現行の下請代金債権保全策 

現在、平成 21 年度 2 次補正予算で創設された「下請債権保全支援事業」において、下

請企業等が有する工事請負代金債権をファクタリング会社が保証し、債務者が倒産した場

合に、当該ファクタリング会社が当該債権を代位弁済する事業が行われている。 

この事業は、下請企業等が自らの負担で保証を依頼するものであるため、ファクタリング

会社の保証を受けた下請企業等のみが保護され、元請企業の倒産時における連鎖倒産防

止効果が限定的であるほか、保証を受けていない下請企業の労働者やその下請負人は安

心して質の高い工事に従事することが難しい。また、損失補償のための財政資金を前提とし

たもので、必ずしも自立的な制度とはなっていない。 

一方、諸外国においては、下請企業や労働者の賃金等を保護する下請代金債権保全

の基本的な仕組みが存在している。 

このため、我が国においても、新たに恒久的かつ自立的な下請代金債権保全策を導入

する必要がある。 

（３） 「新たな下請代金債権保全策」導入の意義・必要性 

「新たな下請代金債権保全策」を導入する必要性は、次の三点にある。 
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第一に、重層下請構造が進展し、技能労働者の９割以上を下請企業が抱えているという

建設産業に特有の事情がある中で、元請企業の倒産に伴う連鎖倒産を防止し、社会経済

に多大な被害が及ばないようにする必要がある。特に、元請企業の労働者だけでなく、下請

企業の労働者の賃金等を確保する必要がある。 

第二に、公共工事については、社会経済のために、国民・住民の貴重な税金で行われる

ものであることから、発注者の支払う工事代金が当該工事に従事した下請企業や労働者に

適切に支払われる必要がある。また、工事全体の品質確保の観点からも、品質を左右する

専門工事を担う下請企業にとっての不払いリスクを縮減し、安心して質の高い工事を行える

環境を整備していく必要がある。 

第三に、下請代金債権を保全する際の条件設定等を通じて、重層下請構造の是正、元

下間の書面契約の徹底、月次払いや現金払いの拡大、工事毎の適正な資金管理など、建

設産業における元下間の構造改善を推進する必要がある。 

「新たな下請代金債権保全策」は、このような必要性から導入するものであり、これにより、

下請企業のみならず建設業界全体、さらには発注者に便益がもたらされる。制度の具体化

に当たっては、この点に留意すべきである。 

 

２．諸外国における下請代金債権保全策 

我が国の実情や法制度に照らして有効かつ現実的な下請代金債権保全策を検討するに

先立ち、諸外国の下請代金債権保全策であるメカニクスリーエン、直接払い方式、支払ボン

ド、信託方式それぞれについて概観する。 

（１）メカニクスリーエン 

メカニクスリーエンとは、米国の制度であり、不動産工事の代金債権について認められる

先取特権である。下請企業等が契約で定められた作業を履行したにもかかわらず、元請企

業が倒産等により下請代金債権の支払を行わなかった場合に、その改良を加えられた不動

産の上に優先して弁済を受ける権利が発生し、下請企業等は、裁判所に対し担保権実行

手続に入ることを求めることができる。 

この仕組みは、裁判所の競売によって事後救済を図ろうとするものであり、下請企業の円

滑かつ迅速な救済にはつながりにくい面がある。また、我が国の民事法体系では、元請企

業にのみ先取特権が認められており、下請に係る先取特権を設けるには、民事法体系の見

直しが必要となる。このため、当面の検討対象ではなく、中長期的な検討課題ととらえるべき

である。 

（２）直接払い方式 

直接払い方式とは、フランス、韓国に見られる制度であり、元請企業が下請代金債権の支
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払を行わなかった場合に、発注者が承認した下請企業に対して直接、下請代金を支払う方

式である。 

フランス、韓国では、我が国と比べて施工体制が重層化しておらず、一工事に携わる下請

企業がそれほど多くない現状にある。我が国の重層下請構造を前提にした場合、直接払い

方式は、各下請企業の出来高を確認するなど発注者の事務負担を大きく増加させるおそれ

があり、中長期的な検討課題ととらえるべきである。 

（３）支払ボンド 

支払ボンドとは、元請倒産時に、保証機関が下請の未払債権の支払を保証する制度であ

り、米国では、連邦政府発注工事のみならず、州政府発注工事にも支払ボンドを発注者に

提出することが義務付けされ、民間工事においても発注者が受注者に支払ボンドの提出を

求めるケースが増加している。また、二次下請までを保全対象としている。米国の支払ボンド

は、我が国とは異なり、百年以上の歴史を有し、ボンド専業・特化型の保証機関や建設業者

が保証会社のボンドを得ようとする際にボンド発行の仲介を行うボンド仲介人が多数存在し

ている。このほか、フランス、韓国においても、直接払い方式等の代替的手段として、金融機

関等による保証が義務付けられている（発注者から下請企業へ直接払いを行う場合には、

保証は不要とされている）。 

支払ボンドは、我が国においても、民法等の保証に関する基本法制の枠内で導入可能で

あること、競売等が不要で、迅速かつ確実な下請代金債権の保全が図られることから、我が

国においても有効な制度と考えられる。 

（４）信託方式 

信託方式とは、一定の下請代金を倒産隔離機能がある方法（信託）により、分別管理する

ものである。米国ニューヨーク州などで法制化されている制度では、発注者から元請企業、

元請企業から下請企業へと注文者から請負人に工事資金が支払われると、当該工事資金

は、支払を受けた企業の下請企業のため自動的に信託されたとみなされる仕組みとなって

いる。この制度の目的は、工事資金の他目的への流用禁止であり、下請企業に代金が支払

われない場合には、下請企業は、元請企業に対して帳簿の閲覧を求めることができる。 

信託方式は、我が国の現行の信託法の枠内で導入可能であるとともに、工事資金の流

れに着目した事前予防措置であり、我が国においても有効な制度と考えられる。 

 

３．「新たな下請代金債権保全策」の制度設計 

諸外国における下請代金債権保全のための諸方策の特性を踏まえると、我が国の公共工

事において有効かつ現実的な方策としては、支払ボンド及び信託方式が考えられる。なお、制

度導入に伴うコストや事務負担が出来る限り少ない制度設計が望まれる。 
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（１）支払ボンド 

① 制度の基本的な仕組み 

支払ボンドは、元請企業の倒産に伴い下請代金の不払が生じた場合に、保証機関が

下請企業の未払債権額の支払を保証するものであり、これにより、下請代金債権の保全

が図られる。元請企業は、保証機関に対して保証料を支払って保証証書（支払ボンド）の

発行を受け、これをあらかじめ発注者に提出する。具体的には、別紙１のようなスキーム

が考えられる。 

② 保証機関 

支払ボンドを発行する保証機関（保証の引受機関）は、保証の引受時における信用リ

スクの審査及び元請企業の倒産時における下請企業の損害査定（出来高査定）を行うこ

とになる。今後、こうした役割に相応しい保証機関の在り方について、米国で専業・特化

型の保証機関が設けられていることも参考にしつつ、関係機関の意見も踏まえ、幅広い

検討が必要である。 

③ 引受リスクの抑制・分散 

支払ボンドは、清算型だけでなく、再生型の倒産の場合でも対象となり、１件の損害額

が大きくなるおそれがあることから、履行保証よりも大きなリスクを伴い、制度設計次第で

は、自立的な制度とならないおそれがある。また、支払ボンド市場が成熟している米国と

は異なり、我が国は、これから制度の立ち上げを行っていく段階にある。このため、次のと

おり、保証機関の引受リスクの抑制やリスク分散の仕組みが必要である。 

ア）  保証対象については、出来る限り二次下請以下も対象とすることが制度導入の趣

旨にかなうが、制度導入時には、引受可能なリスクに限界があることから一次下請ま

でを対象とする。 

イ）  当面、現状における保証機関のキャパシティ（与信引受能力）を勘案して、付保割

合や保証金支払上限を設定する。 

ウ）  円滑な保証引受と保証料の低減のため、公的な性格を有する再保証システムを設

けることが必要である。その際、大規模倒産時の保証金支払にも耐えられる規模を確

保する。 

④ その他導入環境整備 

保証機関が保証契約を締結するには、保証範囲が明確であることが不可欠であり、書

面契約の徹底が必要である。また、保証対象となる未払のままの債権が出来る限り少なく

なるようにして保証料の低減を図ることなどを含め、この制度の導入に伴う負担を出来る

限り小さくする観点から、元請企業から下請企業への月次・現金払いを促進することが必

要である。さらに、元請企業の倒産リスクを軽減するためにも、ダンピング対策の徹底等
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が必要である。 

 

（２）信託方式 

① 制度の基本的な仕組み 

信託方式として、信託銀行を活用する方式と自己信託を活用する方式がそれぞれ考

えられるが、出来るだけ簡便であること、かつ、月次の立替払という現行の望ましい

支払慣行を維持することを方針とし、次のような制度設計とすべきである。 

（信託銀行活用型） 

信託銀行活用型として望ましいものは、元請企業が工事請負代金債権を信託銀行に

信託した上で、信託銀行が信託財産を限度に元請企業と並んで下請代金債務を引き受

ける（併存的債務引受）方式である。具体的には、別紙２－１のようなスキームが考えられ

る。 

この方式では、通常時は、元請企業が下請代金の支払を行い、元請企業の倒産時は

併存的に債務を引き受けた信託銀行が元請企業に代わって未払債権額の支払を行うこ

とになる。 

信託銀行を活用するスキームとしては、上記のほかに、元請企業及び下請企業の両

方が受益者となる方式も考えられるが、併存的債務引受方式では、受益者は元請企業

のみで、元請企業と下請企業との間で受益権の移動が生じる複雑さがなく、通常時は元

下間におけるこれまでの権利関係に変更が生じないという利点があり、簡便で相応しい。 

これは信託銀行への外部信託の場合にのみ可能な方法であり、信託銀行に対する

信託報酬の負担が必要となる。 

（自己信託型） 

自己信託型は、元請企業が下請企業のため自ら受託者となって工事請負代金債権を

分別管理することをあらかじめ公正証書で定める方式である。具体的には、別紙２－２の

ようなスキームが考えられる。 

通常時は、元請企業の固有財産（分別管理する信託財産以外の財産）から下請代金

を支払うが、元請企業の倒産時は、分別管理する信託財産から未払債権額の支払を行う

ことになる。この仕組みにおいては、下請企業にその出来高に相当する額の受益権が付

与され、元請企業の固有財産から下請企業へ出来高相当分の支払がされると、当該支

払額に相当する受益権が下請企業から元請企業に返還される。また、公正証書の作成

費用は必要だが、信託報酬の負担は必要ない。元請企業による信託財産の分別管理の

徹底が制度の前提となる。 

② 円滑な運営のための措置 
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信託方式を円滑に運営するためには、次の措置が必要である。 

ア）保全対象については、出来る限り二次下請以下も対象とすることが制度の趣旨にか

なうが、直ちに一次下請に対して元請企業と同等の信託事務負担を課することには、

慎重な対応を要することから、制度導入時には一次下請企業までを対象とする。 

イ）元請企業の倒産時における信託財産からの未払債権額の支払いのための保全額は、

当面、平均的な下請企業への未払債務割合や下請比率を勘案して、工事請負代金

の一定割合を限度とする。 

ウ）元請企業の倒産時に信託財産から支払う未払債権額及び元請企業に帰属する受

益権の額を円滑に確定させるために、公正かつ正確な出来高査定を行う必要が

ある。そして、元請企業・下請企業・受託者間のトラブルを回避するため、あ

らかじめ、元下間の請負契約及び信託契約において、出来高査定機関を定めて

おく必要がある。出来高査定に要する費用は、信託財産から優先的に支払うこ

ととし、その旨を関係者間であらかじめ合意しておくことが適当である。 

エ）自己信託を活用する場合、信託財産と固有財産の分別管理を徹底する方策を講

ずる必要がある。例えば、信託財産を、信託財産であることを明示した別口の

銀行口座で管理するなどの予防手段のほか、帳簿作成の徹底や受益者である下

請企業から受託者である元請企業への帳簿閲覧請求権（信託法第 38 条）等の活

用を検討することが考えられる。 

③ 元請企業の資金繰りへの影響の緩和 

発注者からの支払前であっても下請企業の出来高に応じて現金支払（立替払）をして

いる元請企業にとっては、信託方式を導入しても資金繰りへの新たな影響は少ない。一

方で、例えば手形による支払の割合が高い元請企業等にとっては、信託方式の導入によ

り、手形が決済されるまでの間（建設業法の運用上１２０日を超えないよう求めている）、発

注者からの請負代金のうち決済を終えていない額が信託口座に留保されるため、その間

の資金繰りに影響が生じることになる。信託方式の円滑な導入と普及を図るためには、こ

の影響を緩和するための資金繰り対策として、受益権を活用した資金調達の仕組みが必

要である。なお、この仕組みによる資金調達は、資金繰りへの影響を緩和するための資

金調達に限らず行えるようにすることも考えられる。 

 

④ その他導入環境整備 

信託による下請代金債権の保全範囲を明確化するため、書面契約等の徹底を図るこ

とが必要である。 
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４． 今後の取組み 

（１）制度の導入に向けて 

当面は、平成 23 年度のできるだけ早期に公共工事に制度を導入できるよう、財政当局

や関係業界等の関係機関の理解を求めつつ、次のとおり、所要の調整を推進するべきで

ある。 

① 支払ボンドについては、望ましい保証機関等について検討するとともに、保証機関の

保証引受リスクを軽減・分散させるための公的な性格を有する再保証システムが必要

であり、制度の立ち上げ段階では、大規模倒産時の保証金支払にも耐えられるよう、

所要の財政措置を検討すべきである。 

② 信託方式については、発注者からの請負代金が分別管理されることに伴う資金繰り対

策、例えば、元請企業の受益権を活用した資金調達等の仕組みが必要であるが、そ

の金利負担を軽減する財政措置を検討すべきである。このほか、信託に伴う会計・税

務上の取扱いも検討すべきである。なお、平成 22 年度中に少数のモデル事業におい

て課題等の検証を行いつつ、制度の具体化を図っていくべきである。 

③ 支払ボンド、信託方式の両方式ともに、元請企業に、新たに保証料負担又は信託報

酬負担が発生するが、その適切な負担の在り方について、十分に議論すべきである。

なお、制度の立上げ段階では、この負担を軽減する財政措置を検討すべきである。 

④ 緊急的な金融対策として平成 20 年度第 2 次補正予算により導入された「地域建設業

経営強化融資制度」及び平成 21 年度第 2 次補正予算により導入された「下請債権保

全支援事業」については、現下の厳しい状況を踏まえ、新たな下請代金債権保全策

が普及・定着するまでの当面の間継続する必要がある。 

（２）今後の在り方 

支払ボンド、信託方式ともに、下請代金債権の保全効果があり、また、書面契約の徹底、

重層下請構造の是正等の元下関係の改善に資するものである。 

また、支払ボンドは、市場機能を通じて月次・現金払いの推進やダンピングの抑制に向

けたインセンティブが働く効果も期待でき、また、信託方式は、手形決済の縮小や工事毎

の適正な資金管理を促進する効果が期待できる。 

このため、両方式を試行導入した後は、運用上の諸課題の把握や効果の検証を行い、

必要に応じた改善を行いつつ、下請代金債権保全策の一層の拡充を進めていくべきであ

る。また、併せて、実質的に下請代金保全につながる元請企業から下請企業への月次・現

金払いの促進を図るべきである。 
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請
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①
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ド

申
込

 

施
工

 
下

請
代
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払
い
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手

形
の

決
済

を
含

む
）
 

②
再

保
証
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申

込
 

再
保

証
料

 
（
積

み
立

て
）
 

国
費

 

制
度

導
入

初
期

に
お

い
て

超
過

損
害

が
発

生
し

た
場

合
に

備
え

る
た

め
の

引
当

金
 

２
年

度
目

 

３
年

度
目

 

４
年

度
目

 

５
年

度
目

 

・
超

過
損

害
リ

ス
ク

の
発

生
時

 
・
制

度
導

入
当

初
に

、
保

証
機
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の

自
己

責
任
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で

不
足

す
る

場
合

 

再
保

証
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収
入

 
の

積
立
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③
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ド

発
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共

発
注
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元
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倒

産
時
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⑤
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証
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支
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＊
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負
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払

い
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⑥
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④
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損
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失

 

支
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ボ
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キ

ー
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○
 

元
請

企
業

の
倒

産
に

伴
い

下
請

代
金

の
不

払
が

生
じ

た
場

合
に

、
保

証
機

関
が

下
請

企
業

の
未

払
債

権
額

の
支

払
を

保
証

す
る

こ
と

に
よ

り
、

下
請

代
金

債
権

を
保

全
す

る
。
 

○
 

元
請

企
業

は
、

保
証

証
書

（
支

払
ボ

ン
ド

）
を

あ
ら

か
じ

め
発

注
者

に
提

出
す

る
が

、
支

払
ボ

ン
ド

を
得

る
た

め
に

、
保

証
機

関
に

対
し

て
保

証
料

を
支

払
う

。
 

別紙１ 

＊
未

払
債

権
額

の
支

払
 

（
未

決
済

の
手

形
を

含
む

）
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②
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負
代

金
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＋
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引
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⑤
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⑩
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⑨
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⑧
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益
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定
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求
 

⑦
支
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信
託

銀
行

 
【
受

託
者

】
 

元
請

 
【
委

託
者

・
受

益
者

（
※

１
）
】
 

下
請

 
【
信

託
債

権
者

（
※

２
）
】
 

④ 支 払 

③ 請 求 

○
 

元
請

が
工

事
請

負
代

金
債

権
を

信
託

銀
行

に
信

託
し

た
上

で
、

信
託

銀
行

が
信

託
財

産
を

限
度

に
元
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と

併
存

し
て

下
請

代
金

債
務
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引

き
受

け
る
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併

存
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債
務

引
受
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。
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通
常

時
は

元
請

が
下

請
代
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を
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払

い
、
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請

倒
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信
託

銀
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払
債

権
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託

方
式

の
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銀

行
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①
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負
代
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権
の

信
託
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（
※
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）
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益
権
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請

負
代

金
債

権
か
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下

請
代

金
債

務
を
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い

た
も

の
。
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を

保
有

 

（
※

２
）
信

託
債

権
（
信

託
財

産
を
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当

と
し
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受

託
者
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対

す
る
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権

。
受

益
権
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優

先
す

る
。

）
を

保
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別紙２－１ 
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※

手
形

の
決

済
を

含
む

）
 

※
下

請
の

未
払

債
権

額
の

支
払

 
（
未

決
済
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手

形
を

含
む

）
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②
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代
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⑤
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⑦
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⑧
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受
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受

益
者

た
る

下
請

の
た

め
工

事
請

負
代

金
債

権
を
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。
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①
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※
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※
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※
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※
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ッ
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請
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、
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強
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系
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策
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メ
カ

ニ
ク

ス
リ

ー
エ

ン
に

つ
い

て
 

※
日

本
の

不
動

産
先

取
特

権
 

 
 
  先

取
特

権
を

行
使

で
き

る
の

は
、

不
動

産
の

所
有

権
者

と
直

接
に

工
事

を
行

う
契

約
を

し
た

請
負

人
に
 限

ら
れ

る
（
民

法
第

３
２

７
条

）
. 

   
   

下
請

負
人

及
び

材
料

供
給

者
は

含
ま

れ
な

い
。
 

○
メ

カ
ニ

ク
ス

リ
ー

エ
ン

（
M

ec
ha

ni
cs

 L
ie

n:
不

動
産

工
事

の
先

取
特

権
)は

、
ア

メ
リ

カ
に

お
い

て
、

下
請

業
者

や
資

材
業

者
を

保
護

す
る

た
め

に
導

入
さ

れ
て

い
る

法
制

度
。

 
○

下
請

業
者

や
資

材
業

者
が

契
約

で
定

め
ら

れ
た

作
業

を
履

行
若

し
く
は

資
材

を
納

品
し

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
元

請
業

者
が

適
切

な
支

払
い

を
行

わ
な

か
っ

た
場

合
に

、
そ

の
改

良
を

加
え

ら
れ

た
不

動
産

の
上

に
支

払
い

の
優

先
権

を
担

保
す

る
権

利
が

発
生

し
、

裁
判

所
に

対
し

担
保

権
実

行
手

続
き

に
入

る
こ

と
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

○
 

メ
カ

ニ
ク

ス
リ

ー
エ

ン
は

、
基

本
的

に
民

間
工

事
に

お
い

て
活

用
。

公
共

工
事

に
つ

い
て

は
適

用
さ

れ
な

い
。

 
 

 
【
考

え
方

】
 

 
 

 
公

共
性

の
高

い
公

共
建

造
物

が
、

裁
判

な
ど

で
長

期
に

わ
た

り
使

用
で

き

な
い

こ
と

が
不

適
切

。
 

 
 

 
 
※

公
共

工
事

に
お

け
る

下
請

業
者

等
に

対
す

る
適

切
な

支
払

い
を

担
保

す

る
手

法
 

 
 

 
  ミ

ラ
ー

法
及

び
そ

れ
に

準
拠

す
る

各
州

の
州

法
に

基
づ

き
、

支
払

ボ
ン

ド
（
P

ay
m

en
t B

on
d)

が
通

常
２

５
千

ド
ル

以
上

の
公

共
工

事
に

つ
い

て
元

請
業

者
に

そ
の

取
得

が
義

務
づ

け
。

元
請

業
者

か
ら

下
請

業
者

等
に

適
切

な
支

払
い

が
行

わ
れ

な
か

っ
た

場
合

に
は

、
下

請
業

者
は

、
発

注
者

に
 

対
し

、
支

払
い

ボ
ン

ド
の

行
使

を
依

頼
し

、
ボ

ン
ド

を
発

行
し

て
い

る
保

証
会

社
か

ら
不

払
い

代
金

を
弁

済
。

 

 ○
但

し
、

ニ
ュ

ー
ヨ

ー
ク

州
に

お
い

て
は

、
P

ub
lic

 Im
pr

ov
em

en
t 

Li
en

 
が

公
共

工
事

を
 対

象
に

適
用

さ
れ

て
い

る
。

 
「
請

負
人

、
彼

の
下

請
負

人
、

又
は

法
律

上
の

代
表

者
に

対
し

て
、

州
又

は
公

共
団

体
と

 元
請

負
人

に
よ

る
契

約
に

従
っ

て
、

労
務

を
提

供
す

る
又

は
材

料
を

提
供

す
る

者
は

、
建

設
や

解
体

に
充

当
し

う
る

州
や

公
共

団
体

の
金

銭
上

に
リ

ー
エ

ン
を

行
使

し
得

る
。

」
（
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
州

リ
ー

エ
ン

法
第

５
条

）
 

①
リ

ー
エ

ン
は

、
州

や
公

共
団

体
の

金
銭

上
に

行
使

可
能

。
 

②
リ

ー
エ

ン
を

行
使

で
き

る
の

は
２

次
下

請
ま

で
。

 

○
連

邦
の

統
一

法
は

存
在

せ
ず

、
各

州
が

個
別

に
立

法
。

１
７

９
１

年
に

メ
リ

ー
ラ

ン
ド

州
法

で
制

定
さ

れ
て

以
来

、
現

在
で

は
、

全
５

０
州

に
メ

カ
ニ

ク
ス

リ
ー

エ
ン

法
が

存
在

し
、

全
米

で
普

及
。

 
 ○

要
件

、
実

行
の

手
続

き
、

効
果

等
は

州
に

よ
り

異
な

る
。

 
 

 
①

ペ
ン

シ
ル

ヴ
ァ

ニ
ア

州
法

系
 

 
 

 
発

注
者

と
元

請
の

間
に

債
務

が
存

在
す

る
か

ど
う

か
に

か
か

わ
ら

ず
下

請
等

に
リ

ー
エ

ン
の

権
利

を
付

与
。

（
二

重
払

い
の

危
険

あ
り

。
）
 

 
 

②
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
州

法
系

 
 

 
 

リ
ー

エ
ン

の
権

利
は

、
発

注
者

と
元

請
と

の
請

負
契

約
か

ら
派

生
す

る
と

考
え

、
発

注
者

の
責

任
は

、
元

請
と

の
契

約
価

格
に

限
定

。
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米
国

の
信

託
基

金
制

度
（
Tr
us
t F

un
d）

 

メ
カ

ニ
ク

ス
リ

ー
エ

ン
法

（
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
州

法
が

代
表

的
）
 

 
公

共
工

事
・
民

間
工

事
と

も
に

適
用

 
○

根
拠

 

○
目

的
 

「
不

動
産

工
事

の
融

資
の

た
め

に
得

ら
れ

た
資

金
及

び
私

的
工

事
又

は
公

共
工

事
の

た
め

の
契

約
履

行
に

お
い

て
生

じ
た

金
銭

が
、

実
際

そ
の

工
事

費
用

を
支

払
う

た
め

に
使

わ
れ

る
こ

と
を

保
証

す
る

こ
と

」
 

 
 →

 
建

設
資

金
の

流
用

を
未

然
に

防
ぐ

と
い

う
予

防
的

意
味

合
い

 

発
注

者
 

元
請

 

一
次

下
請

 

二
次

下
請

 
二

次
下

請
 

三
次

下
請

 
三

次
下

請
 

一
次

下
請

 
資

材
業

者
 

倒
産

 

下
請

・
資

材
業

者
は

、
メ

カ
ニ

ク
ス

リ
ー

エ
ン

（
先

取
特

権
）
を

行
使

し
て

建
物

を
競

売
に

付
す

こ
と

で
優

先
弁

済
が

可
能

 

た
だ

し
、

注
文

者
の

２
重

払
い

リ
ス

ク
が

回
避

さ
れ

る
（
発

注
者

は
元

請
に

支
払

い
を

し
て

い
れ

ば
リ

ー
エ

ン
に

対
抗

で
き

る
）
構

成
の

法
体

系
（
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
州

法
系

）
で

は
、

下
請

保
護

が
不

十
分

 

建
築

資
金

の
流

用
を

防
ぐ

信
託

基
金

制
度

が
メ

カ
ニ

ク
ス

リ
ー

エ
ン

を
補

充
す

る
制

度
と

し
て

発
展

 

(元
請
)信

託
基

金
 発

注
者

か
ら

支
払

わ
れ

た
建

築
資

金
を

信
託

 

信
託

請
求

権
 

・
請

求
に

対
す

る
支

払
の

順
序

と
 

 
 

 
方

法
は

受
託

者
（
こ

の
場

合
は

 
 

 
元

請
）
が

決
定

 
・
す

べ
て

の
支

払
が

終
わ

っ
て

初
 

 
め

て
自

己
の

資
金

に
 

・
受

託
者

は
基

金
の

帳
簿

を
整

 
 

備
・
開

示
等

す
る

義
務

（
独

立
 

 
の

銀
行

預
託

口
座

は
不

要
）
 

・
建

築
資

金
の

融
資

者
か

ら
発

注
 

 
 

者
に

支
払

わ
れ

た
資

金
、

元
請

 
 

か
ら

支
払

わ
れ

た
資

金
、

そ
れ

 
 

ぞ
れ

が
同

様
に

信
託

と
な

る
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平成２２年３月 

国土交通省による 
米国調査 

ニューヨーク州の下請債権保全の仕組み 

 

１． メカニクスリーエン 

○ 下請業者、資材業者、労働者は、発注者や元請業者の倒産等によって、施工した

部分の代金が支払われない場合、公共工事の場合には工事資金に対して、民間

工事の場合には出来形に対して、先取特権が認められる。 

 

２． 下請に対する支払い義務 

○ 州法にて、公共工事、民間工事を問わず、工事の進捗に応じて支払いが義務づ

け。発注者は元請から支払い請求があってから 30 日以内に、元請は支払いを受

けてから 7 日以内に下請に支払わなければならない。 

○ 元請が下請に適切な支払いを行っていない場合、発注者に対して支払い停止命

令を行うことができる。 

 

３． 信託基金制度 

○ 信託基金制度は、工事資金が他の目的に流用されることを防止することを目的と

した制度。流用は、窃盗罪となり、刑事罪に問われる。 

○ 州法によって、発注者、ゼネコン、下請、孫請の各段階において、建設資金が支

払われた段階で、個別の契約がなくとも、自動的に信託されたとみなされる。（実

際上は、事業者には工事資金を信託しているという意識はない。）公共工事の発

注者については、信託はなく、元請以下の請負業者の信託のみ。 

○ 外部の信託機関に信託したり、銀行勘定を別に設けたりすることを要しないが、

他用途への流用を禁じているので、そのプロジェクトに支払われたことが説明でき

るよう帳簿を整理しておく必要はある。 

○ 信託制度は、元請の倒産時や支払い遅延などのトラブルが生じた際にはじめて

機能する制度。下請に代金が支払われない場合、信託の会計経理情報を請求で

き、これを拒否された場合、直接赴いてチェックすることができる。これを拒否され

た場合、流用したと見なされる。元請が流用していないとする場合、立証責任は

元請に移る。 
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発
注

者
 

元
請

 

一
次

下
請

 

二
次

下
請

 
二

次
下

請
 

三
次

下
請

 
三

次
下

請
 

一
次

下
請

 
資

材
業

者
 

ボ
ン

ド
 

 
 
 

発
行

機
関

 

公
的

再
保

証
 

中
小

建
設

企
業

の
受

注
機

会
の

確
保

の
た

め
、

公
的

再
保

証
（
70

～
90

％
）
  保

証
料

 ボ
ン

ド
発

行
 

ボ
ン

ド
提

出
 

提
出

を
求

め
る

（
←

ミ
ラ

ー
法

）
 

元
請

企
業

に
よ

る
下

請
代

金
の

不
払

・
支

払
遅

滞
が

生
じ

た
場

合
に

、
金

融
機

関
が

下
請

企
業

へ
の

支
払

を
保

証
す

る
保

証
証

書
（
支

払
ボ

ン
ド

）
を

、
元

請
企

業
が

あ
ら

か
じ

め
発

注
者

に
提

出
す

る
仕

組
み

。
 

米
国

の
支

払
ボ

ン
ド

制
度

（
La

bo
r a

nd
 M

at
er

ia
l P

ay
m

en
t B

on
ds

）
 

○
支

払
ボ

ン
ド

と
は

 

○
ス

キ
ー

ム
 

付
保

割
合

：
連

邦
政

府
10

0%
 

 
(ミ

ラ
ー

法
19

99
年

改
正

；
50

%
→

10
0%

) 

【
公

的
再

保
証

制
度

の
詳

細
】
 

  ＊
 

年
間

収
入
5,
00
0万

ド
ル

 
 

 
（
約
45

億
円

）
以

下
の

企
業

が
 

 
対

象
 

＊
 
20
0万

ド
ル

（
約
1億

8千
万

 
 
  円

）
以

下
の

請
負

契
約

に
関

 
 
  す

る
も

の
に

限
る
 

＊
 

入
札

・
履

行
ボ

ン
ド

も
対

象
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平成２２年３月 

国土交通省による 
米国調査 

保証ボンド再保険プログラムの仕組み 

 

１． 目的、概要 

○ 保証ボンド再保険プログラムは、通常の市場ではボンドを得られないような中小

企業が、再保険によりボンドを得られるようにすることを目的。入札ボンド、履行ボ

ンド、支払ボンドを再保険。 

 

２． 再保険の対象 

○ 再保険の対象となる企業の規模要件は、業種毎に設定。NAICS コードに応じて、

建設業（土木・建築）については売上高 3350 万ドル以下、専門工事業者について

は売上高 1400 万ドル以下。 

○ 再保険の対象となるボンドの上限額が設定。従来 200 万ドル以下であったものが、

オバマ政権のアメリカ回復・再投資法によって 500 万ドル以下（連邦発注工事の

場合 1000 万ドル）に引き上げ。 

 

３． 再保険の内容 

○ 事前承認プログラム及び優先プログラムの２つによって構成。 

○ 事前承認プログラムは、付保割合９０％（10 万ドル以下の契約）と８０％（10 万ドル

以上の契約）となっており、中小企業庁担当官の事前承認が必要。 

○ 優先プログラムは、付保割合７０％。SBA の事前承認なしで、ボンドの再保険をで

きる。加入した場合、当初、２－３年は監査が義務付けられる。 

 

４． 再保険の運営、予算 

○ 合計 22 名（本部 10 名（ワシントン DC）、支部 12 名（6 名：デンバー、６名シアトル）

が従事して、連邦政府（中小企業庁及び財務省）が基金を直接運営。 

○ 再保険は、保証会社からの保険料（保証料の 26%）及び中小企業からの利用料

（契約額の 0.729%）を収入とし、一部、財政資金が充当（2010 年 100 万ドル、2009

年 200 万ドル、2008 年まで 300 万ドル）。入札ボンドは保険料なし。 

○ 2009 年度は、6135 件、保証額 28 億ドルを保証。 

○ 基金の年間運用経費（人件費、間接経費）は 490 万ドルであり、中小企業庁が管

理。年間の保証請求額は約 5000 万ドル。 

○ 万が一に備え、財務省において、一定額の準備金を積み立ている。（2010 年度の

準備金額は、2080 万ドル） 
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○
民

法
（
明

治
２

９
年

法
律

第
８

９
号

）
 

 
 

（
不

動
産

工
事

の
先

取
特

権
）
 

 
第

三
百

二
十

七
条

 
不

動
産

の
工

事
の

先
取

特
権

は
、

工
事

の
設

計
、

施
工

又
は

監
理

を
す

る
者

が
債

務
者

の
不

動
産

に
 

 
 

関
し

て
し

た
工

事
の

費
用

に
関

し
、

そ
の

不
動

産
に

つ
い

て
存

在
す

る
。

 
 

２
 

前
項

の
先

取
特

権
は

、
工

事
に

よ
っ

て
生

じ
た

不
動

産
の

価
格

の
増

加
が

現
存

す
る

場
合

に
限

り
、

そ
の

増
価

額
に

つ
い

 
 

て
の

み
存

在
す

る
。

 
 

  
 

（
不

動
産

工
事

の
先

取
特

権
の

登
記

）
 

 
第

三
百

三
十

八
条

 
不

動
産

の
工

事
の

先
取

特
権

の
効

力
を

保
存

す
る

た
め

に
は

、
工

事
を

始
め

る
前

に
そ

の
費

用
の

予
 

 
算

額
を

登
記

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
工

事
の

費
用

が
予

算
額

を
超

え
る

と
き

は
、

先
取

特
権

は
、

そ
 

 
の

超
過

額
に

つ
い

て
は

存
在

し
な

い
。

 
 

２
 

工
事

に
よ

っ
て

生
じ

た
不

動
産

の
増

価
額

は
、

配
当

加
入

の
時

に
、

裁
判

所
が

選
任

し
た

鑑
定

人
に

評
価

さ
せ

な
け

れ
ば

 
 

な
ら

な
い

。
 

 
 ○

不
動

産
登

記
法

（
平

成
１

６
年

法
律

第
１

２
３

号
）
 

 
 

（
共

同
申

請
）
  

第
六

十
条

 
権

利
に

関
す

る
登

記
の

申
請

は
、

法
令

に
別

段
の

定
め

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
登

記
権

利
者

及
び

登
記

義
務

 
 

者
が

共
同

し
て

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

  
 

＊
 

行
使

で
き

る
の

は
元

請
企

業
の

み
 

（
学

説
）
 

＊
 

工
事

を
始

め
る

前
に

登
記

す
る

こ
と

が
必

要
 

（
法

律
）
 

＊
 

登
記

義
務

者
と

共
同

で
登

記
申

請
を

す
る

こ
と

が
必

要
 

（
法

律
）
 

 

日
本

の
不

動
産

工
事

先
取

特
権

の
特

徴
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○
公

共
工

事
の

場
合

 
  １

．
発

注
者

か
ら

の
下

請
へ

の
直

接
払

い
（
１

次
下

請
）
 

・
元

請
は

、
下

請
契

約
を

行
お

う
と

す
る

場
合

に
は

、
下

請
工

事
の

内
容

、
金

額
、

下
請

業
者

に
つ

い
て

あ
ら

か
じ

め
発

注
者

の
承

認
が

必
要

 

・
発

注
者

は
、

承
認

し
た

下
請

業
者

に
対

し
て

下
請

代
金

を
直

接
支

払
う

。
 

  ２
．

保
証

又
は

発
注

者
か

ら
の

直
接

払
い

（
２

次
下

請
以

下
）
 

・
１

次
下

請
が

さ
ら

に
下

請
契

約
を

行
お

う
と

す
る

場
合

に
は

、
当

該
１

次
下

請
は

、
下

請
代

金
の

支
払

い
に

係
る

金
融

機
関

か
ら

の
保

証
を

得
る

こ
と

が
必

要
。
 

・
た

だ
し

、
発

注
者

か
ら

の
直

接
払

い
契

約
を

結
ん

で
い

る
場

合
、

保
証

は
不

要
 

○
民

間
工

事
の

場
合

 
  １

．
下

請
か

ら
発

注
者

へ
の

直
接

請
求

 

・
元

請
は

、
下

請
契

約
を

行
お

う
と

す
る

場
合

に
は

、
下

請
工

事
の

内
容

、
金

額
、

下
請

業
者

に
つ

い
て

あ
ら

か
じ

め
発

注
者

の
承

認
が

必
要

 

・
下

請
が

元
請

に
対

し
て

支
払

催
告

後
１

ヶ
月

以
内

に
、

元
請

が
下

請
代

金
を

支
払

わ
な

い
場

合
、

発
注

者
か

ら
の

承
認

を
得

た
下

請
は

、
発

注
者

に
直

接
請

求
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

  ２
．

保
証

又
は

発
注

者
か

ら
の

直
接

払
い
 

・
元

請
は

、
下

請
代

金
の

支
払

い
に

係
る

金
融

機
関

か
ら

の
保

証
を

得
る

こ
と

が
必

要
 

・
た

だ
し

、
発

注
者

か
ら

の
直

接
払

い
契

約
を

結
ん

で
い

る
場

合
、

保
証

は
不

要
 

○
発

注
者

か
ら

下
請

（
１

次
）
に

対
す

る
直

接
払

い
（
公

共
工

事
）
、

又
は

、
元

請
の

支
払

遅
延

時
の

下
請

か
ら

発
注

者
へ

の
直

接
請

求
（
民

間
工

事
）
が

基
本

。
 

○
補

完
的

な
措

置
と

し
て

、
金

融
機

関
か

ら
の

下
請

代
金

支
払

い
保

証
の

仕
組

み
を

置
く
（
公

共
工

事
の

２
次

下
請

以
下

の
下

請
債

権
及

び
民

間
工

事
全

般
の

下
請

債
権

）
こ

と
に

よ
り

、
発

注
者

の
負

担
を

軽
減

。
 

出
所

：
（
財

）
建

設
経

済
研

究
所

「
第

１
６

次
欧

州
調

査
報

告
書

」
等

よ
り
 

根
拠

法
令

：
１

９
７

５
年

の
下

請
に

関
す

る
法

律
 

フ
ラ

ン
ス

の
下

請
代

金
支

払
保

証
に

つ
い

て
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○
下

請
代

金
支

払
保

証
（
契

約
金

額
か

ら
前

払
金

を
除

い
た

額
【
最

大
】
）
 

発
注

者
 

下
 

請
 

 

※
１

次
下

請
ま

で
を

対
象

。
労

務
者

・
資

材
業

者
は

含
ま

ず
。
 

元
 

請
 

請
負

契
約

の
締

結
 

○
下

請
代

金
直

接
請

求
・
支

払
 

下
請

契
約

の
締

結
 

保
証

機
関

 
（
建

設
共

済
組

合
、

保
険

事
業

者
、

金
融

機
関

等
）
 

※
発

注
者

は
次

の
場

合
に

直
接

支
払

が
可

能
。

 
・
発

注
者

と
元

請
間

の
合

意
 

・
発

注
者

が
下

請
保

護
の

た
め

に
必

要
と

認
め

る
場

合
 

・
元

請
が

下
請

代
金

債
権

の
保

証
を

行
わ

な
い

場
合

 
等

 

保
証

承
諾

 

支
払

保
証

契
約

 
の

締
結

 
履

行
保

証
契

約
の

締
結

 

出
所

：
第

１
０

回
日

韓
会

議
資

料
等

よ
り

作
成

 

【
根

拠
法

令
】
 

・
建

設
産

業
基

本
法

第
３

４
条

 
・
下

請
取

引
公

正
化

に
関

す
る

法
律

第
１

３
条

の
２
 

○
下

請
契

約
履

行
保

証
（
契

約
金

額
の

１
０

％
）
 

韓
国

の
建

設
工

事
に

お
け

る
下

請
代

金
債

権
の

保
護
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住
宅

保
証

基
金

の
役

割
に
つ
い
て
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発
注

者
 

元
請

 

下
請

 

完
成

報
告

 
引

渡
し
 

検
査

 

２
０

日
以

内
 

建
設

業
法

第
２

４
条

の
４

、
２

４
条

の
５
 

支
払

※
２
 

出
来

高
払

 
又

は
 

竣
工

払
い
 

１
ヶ

月
以

内
 

出
来

高
払

 
又

は
 

竣
工

払
い
 

建
設

業
法

第
２

４
条

の
３
 

※
１

 
「
50

日
以

内
」
の

規
定

は
、

元
請

が
特

定
建

設
業

者
で

、
下

請
が

特
定

建
設

業
者

又
は

資
本

金
4,
00

0万
円

以
上

の
法

人
で

な
い

場
合

に
適

用
さ

れ
る

。
 

※
２

 
特

定
建

設
業

者
は

、
下

請
代

金
の

支
払

に
つ

き
、

一
般

の
金

融
機

関
に

よ
る

割
引

を
受

け
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

手
形

を
交

付
し

て
は

な
 

 
 

 
ら

な
い

。
（
元

請
負

人
が

手
形

期
間
12

0日
を

超
え

る
長

期
手

形
を

交
付

し
た

場
合

は
、

「
割

引
を

受
け

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
手

形
の

交
付

」
と

認
め

ら
れ

る
 

 
 

 
場

合
が

あ
る

。
ま

た
、

元
請

負
人

が
特

定
建

設
業

者
か

一
般

建
設

業
者

か
を

問
わ

ず
、

下
請

代
金

を
手

形
で

支
払

う
場

合
に

は
、

元
請

負
人

は
下

請
負

人
 

 
 

 
に

対
し

手
形

期
間

が
12
0日

を
超

え
な

い
手

形
を

交
付

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

）
 

※
３

 
元

請
業

者
が

発
注

者
か

ら
前

払
金

の
支

払
を

受
け

た
と

き
は

、
下

請
業

者
に

対
し

て
、

建
設

工
事

の
着

手
に

必
要

な
費

用
を

前
払

金
と

し
て

支
払

う
よ

う
 

 
 

 
適

切
な

配
慮

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
０

日
以

内
※

１
 

建
設

業
法

に
お

け
る

下
請

代
金

支
払

の
規

定
 

※
３
 

※
３
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【
所

在
地
】
石
川
県
 

【
資

本
金
】
６
９
億
３
，
２
１
５
万
円
 

【
従

業
員
】
６
３
８
名
 

【
売

上
高
】
８
４
４
億
円
（
H
2
0
.
3
）
 

【
負

 
債

 
総

 
額

】
３

４
８

億
円

 
【

取
引

金
融

機
関

等
】

３
行

 
【

取
引

債
権

者
 

 
】

１
０

２
０

社
 

H
20
.7
 民

事
再

生
 

A
社

 

X
社

 

【
所

在
地
】
石
川
県
 

【
資

本
金
】
２
，
０
０
０
万
円
 

【
従

業
員
】
４
２
名
 

【
売

上
高
】
２
１
億
円
（
H
1
9
.
1
2
）
 

【
負

 
債

 
総

 
額

】
２

１
億

円
 

【
取

引
金

融
機

関
等

】
６

行
 

【
取

引
債

権
者

 
 

】
７

６
社

 
H
21
.1
 民

事
再

生
 

Y
社

 
【

負
 

債
 

総
 

額
】

３
億

円
 

【
取

引
金

融
機

関
等

】
５

行
 

【
取

引
債

権
者

 
 

】
９

社
 

H
21
.3
自

己
破

産
 

Z
社

 
【

負
 

債
 

総
 

額
】

３
億

円
 

【
取

引
金

融
機

関
等

】
５

行
 

【
取

引
債

権
者

 
 

】
７

社
 

H
21
.6
 自

己
破

産
 

（
一
般
土
木
建
築
・
県
加
賀
地
区
ト
ッ
プ
）
 

（
一
般
土
木
建
築
・
北
陸
ト
ッ
プ
）
 

【
所

在
地
】
石
川
県
 

【
資

本
金
】
１
，
０
０
０
万
円
 

【
従

業
員
】
５
名
 

【
売

上
高
】
６
億
円
（
H
9
.
5
）
 

【
所

在
地
】
石
川
県
 

【
資

本
金
】
１
，
０
０
０
万
円
 

【
従

業
員
】
３
名
 

【
売

上
高
】
４
億
円
（
H
2
0
.
8
）
 

（
内
装
工
事
・
中
堅
）
 

【
回
収
不
能
債
権
額
】
４
，
０
０
０
万
円
 

【
回
収
不
能
債
権
額
】
４
８
６
万
円
 

【
回
収
不
能
債
権
額
】
４
，
０
０
０
万
円
 

（
内
装
材
販
売
・
施
工
）
 

地
方

中
核

ゼ
ネ
コ
ン
の

破
た
ん
に
よ
る
下

請
企

業
へ

の
波

及
（
例

）
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倒
産

件
数

 
構

成
比

（
％

）
 

建
設

業
 

3,
32

5
25

.8
%

製
造

業
 

2,
00

9
15

.6
%

卸
売

業
 

1,
90

4
14

.8
%

小
売

業
 

2,
12

5
16

.5
%

運
輸

・
通

信
業

 
52

5
4.

1%

サ
ー

ビ
ス

業
 

2,
34

5
18

.2
%

不
動

産
業

 
43

8
3.

4%

そ
の

他
 

19
5

1.
5%

合
計

 
12

,8
66

-

近
年

の
主

な
ゼ
ネ
コ
ン
の
倒

産
事

例
 

業
種

毎
の
倒

産
件

数
（
平

成
２
１
年

度
）
 

※
平

成
２

０
年

度
以

降
、

負
債

総
額

１
０

０
億

円
以

上
で

会
社

更
生

法
又

は
民

事
再

生
法

の
適

用
を

申
請

し
た

一
般

土
木

建
築

業
者

 
※

「
民

再
」
＝

民
事

再
生

法
、

「
会

更
」
≒

会
社

更
生

法
の

適
用

を
申

請
 

出
所

：
帝
国

デ
ー

タ
バ

ン
ク

「
全

国
企

業
倒

産
集

計
」
 

出
所

：
帝
国

デ
ー

タ
バ

ン
ク

「
全

国
企

業
倒

産
集

計
」

他
 

建
設

企
業

の
倒

産
動

向
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事
業

の
概

要
 

フ
ァ

ク
タ

リ
ン

グ
会

社
 

下
請

建
設

企
業

等
 

①
債

権
譲

渡
の

 
申

請
・
承

諾
 

③
買

取
資

金
の

借
入

 
④

期
日

前
の

支
払

 

②
債

権
譲

渡
（
手

形
を

含
む

）
 

⑤
下

請
代

金
の

 
 

支
払

 

   金  融  機  関 

元
請

建
設

企
業

 

助
成

 
 

 
 

 
緊

急
リ

ス
ク

軽
減

 
 

 
金

利
負

担
助

成
 

 

事
業

の
ス

キ
ー

ム
図

 

○
 

下
請

建
設

企
業

等
の

資
金

繰
り

の
円

滑
化

等
を

図
る

た
め

、
緊

急
的

に
下

請
建

設
企

業
等

の
保

有
す

る
債

権
を

買
取

る
事

業
を

実
施

。
 

○
 

フ
ァ

ク
タ

リ
ン

グ
会

社
の

資
金

調
達

の
円

滑
化

を
図

る
た

め
、

（
財

）
建

設
業

振
興

基
金

に
よ

る
債

務
保

証
を

実
施

。
 

○
 

下
請

建
設

企
業

等
の

金
利

負
担

の
軽

減
を

図
る

と
と

も
に

、
緊

急
的

に
リ

ス
ク

軽
減

を
図

る
た

め
の

助
成

を
実

施
。

 

（
財

）
建

設
業

振
興

基
金

 
 

 
 債

務
保

証
 

 

     

建
設

業
金

融
円

滑
化

基
金

 
 

建
設

業
 

安
定

化
基

金
 

 

協
定

 
利

用
料

支
払

 

下
請

資
金

繰
り

支
援

事
業

に
つ

い
て

（
平

成
21

年
7月

～
平

成
22

年
3月

）
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下
請
建
設
企
業
等

 

元
請

 
建
設
企
業

 
元

請
 

建
設
企
業

 

債
権

 
債

権
 

フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ

会
社

 

建
設
業
債
権
保
全
基
金

 

保
証
料
負
担

 
助

成
 

緊
急
リ
ス
ク

 
軽

減
 

○
 

下
請

建
設

企
業

・
資

材
業

者
の

経
営

・
雇

用
の

安
定

、
連

鎖
倒

産
の

防
止

を
図

る
た

め
、

フ
ァ

ク
タ

リ
ン

グ
会

社
が

、
下

請
建

設
企

業
等

 
 

 
の

元
請

建
設

企
業

に
対

し
て

有
す

る
債

権
の

支
払

を
保

証
し

、
元

請
建

設
企

業
か

ら
の

債
権

回
収

が
困

難
と

な
っ

た
際

、
下

請
建

設
企

 
 

 
業

等
に

保
証

債
務

の
履

行
に

よ
り

保
証

金
を

支
払

い
、

下
請

代
金

等
債

権
を

保
全

。
 

○
 

下
請

建
設

企
業

等
が

保
証

を
利

用
し

や
す

く
す

る
よ

う
、

保
証

料
負

担
に

対
し

助
成

す
る

と
と

も
に

、
フ

ァ
ク

タ
リ

ン
グ

会
社

の
リ

ス
ク

を
軽

 
 

 
減

す
る

損
失

補
償

を
実

施
し

、
下

請
建

設
企

業
等

を
支

援
。
 

○
 

平
成

２
３

年
３

月
３

１
日

ま
で

の
時

限
措

置
。
 

保
証

の
設

定
 

下
請

代
金

 
の

支
払

 
利

用
料

支
払

 

保
証

料
 

保
証

・
下

請
代

金
等

債
権

の
保

全
 

下
請

代
金

 
の

支
払

 

国
 

債
権

の
回

収
困

難
時

に
、

損
失

補
償

 
（
損

失
の

９
５
 ％

）
 

保
証

料
負

担
 

を
助

成
 

保
証

料
の

２
／

３
 

（
年

率
４

％
上

限
）
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 下

請
債

権
保

全
支

援
事

業
 

平
成

２
１

年
度

２
次

補
正

予
算

 
 

４
７

億
円

 
平

成
２

２
年

度
予

算
 

 
８

億
円

 
 

 
 

 
合

計
５

５
億

円
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「新たな下請代金債権保全策」検討委員会の設置について 

 
 
１ 趣旨  
 

 建設市場の縮小が続く中、建設企業の経営環境はかつてないほど厳し

さを増しており、元請企業の倒産に伴う関係者の被害発生、立場の弱い

下請や労働者へのしわ寄せなど、多くの課題が生じている。  

行政においては、これまで元請・下請取引の適正化に向けた調査や指

導の充実、元請・下請企業の資金繰り支援等の対策を講じてきたところ

であるが、我が国においても諸外国に見られるような下請代金債権保全

のための基本的な仕組みについて検討し、可能な方策を導入することが

喫緊の課題となっている。  

 このような認識のもと、国土交通省として３月に取りまとめた入札契

約制度の改善方針の中でも、新たな下請代金債権保全策の確立に向けて

民間を含めて検討を行うとされたところである。  

今般、学識経験者、金融機関、建設企業等からなる検討委員会を設置

し、関連法制や金融実務、建設企業の資金繰りの課題等を踏まえた専門

的な見地から、諸外国における下請代金債権保全策を参考にしつつ、わ

が国における有効かつ現実的な方策の確立に向けて検討を行う。 

 
２．これまでの審議状況 

 

 ○６月２日   準備会合  

・建設産業の現状について  

・これまでの下請代金債権保全策について  

・諸外国の下請代金債権保全策について  

○６月３０日  第一回  

  ・新たな下請代金債権保全策の検討（信託方式について）  

 ○７月３０日  第二回  

・新 た な 下 請 代 金 債 権 保 全 策 の 検 討 （ 支 払 ボ ン ド に つ い て ） 

 ○９月１０日  第三回  

        ・「新たな下請代金債権保全策」の導入について（中間とりまとめ） 
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「新たな下請代金債権保全策」検討委員会 委員名簿 

 
 

  伊藤
い と う

 孝
たかし

  （株）林工組代表取締役（（社）全国建設業協会副会長） 

  伊藤
い と う

 忠成
ただしげ

  安藤建設（株）管理本部経理部財務企画課長 

  伊室
い む ろ

 亜希子
あ き こ

 明治学院大学法学部准教授 

◎大森
おおもり

 文彦
ふみひこ

  東洋大学法学部教授・弁護士 

（中央建設業審議会会長代理） 

  熊谷
くまがい

 則一
のりかず

  弁護士 

  才賀
さ い が

 清
せい

二郎
じ ろ う

 （株）才賀組取締役会長 

（（社）建設産業専門団体連合会会長） 

  高橋
たかはし

 伸光
しんこう

  （株）損害保険ジャパン 
（（社）日本損害保険協会業務委員会委員長会社） 

企業商品業務部保証・信用保険グループ 課長 

豊福
とよふく

 嘉
よし

弘
ひろ

  住友信託銀行（株）（(社)信託協会会長行） 

業務開発担当部長 

  丹羽
に わ

 秀夫
ひ で お

  公認会計士 

  利
り

穂
ほ

 吉彦
よしひこ

  鹿島建設（株）土木管理本部土木企画部長 

（（社）日本土木工業協会 公共工事委員会委員） 
 

◎は座長        

（五十音順、敬称略） 

 

 

（事 務 局） 国土交通省総合政策局 建設業課 建設市場整備課 
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